
１３．警告書
質問１：依頼人から、侵害と目される行為の侵害成否につき相談を受けたときの相談料

1）5千
未満

2）5千
～1万

3）1万
～2万

4）2万
～3万

5）3万
～4万

6）4万
～5万

7）5万
～6万

8）6万
～8万

9）8万
～10万

10）10
万～12

11）12
万～14

12）14
万～16

13）16
万～18

14）18
万～20

15）20
万～25

16）25
万～30

17）30
万～35

18）35
万以上 未回答 無効 合計

32 43 108 99 24 11 22 6 10 16 0 3 1 0 1 1 0 0 75 377

8.5% 11.4% 28.6% 26.3% 6.4% 2.9% 5.8% 1.6% 2.7% 4.2% 0.0% 0.8% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 19.9% 100.0%

（解説）　侵害警告を受けた場合や、逆に警告書を出そうと考えているときに、弁理士に相談した場合の一時間当たりの相談料です。相談前に予め資料を
整えておくことなどして効率的な相談業務を行うことが、費用の節減、時間の節約になります。
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